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【 請 求 項 １ 】
　 前 面 側 に 遊 技 球 が 流 下 可 能 な 遊 技 領 域 を 備 え た 遊 技 盤 と 、
　

【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

遊 技 球 を 入 球 可 能 な 遊 技 部 材 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 盤 は 、 前 記 遊 技 部 材 に 対 応 し て 設 け ら れ 、 遊 技 球 を 当 該 遊 技 盤 の 背 面 側 に 導 出
す る 開 口 部 を 有 し 、
　 前 記 遊 技 部 材 は 、
　 上 部 が 凹 設 さ れ る こ と で 形 成 さ れ 、 前 記 開 口 部 と 連 通 す る 連 通 部 を 有 し 、 前 記 遊 技 盤 に
対 し 当 接 固 定 さ れ る 略 板 状 の 基 部 材 と 、
　 前 記 連 通 部 に 対 応 し て 前 記 基 部 材 の 前 方 に 突 出 し 、 前 記 連 通 部 の 前 方 に 流 下 し て き た 遊
技 球 を 前 記 連 通 部 に 案 内 す る 突 出 部 材 と 、
　 前 記 遊 技 盤 面 と 略 直 交 し て 前 方 へ 延 び 、 少 な く と も 前 記 連 通 部 の 上 部 両 側 に お い て 前 記
基 部 材 へ の 遊 技 球 の 接 触 を 規 制 す る 庇 部 材 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 基 部 材 は 取 付 孔 を 有 し 、 当 該 取 付 孔 に 取 付 手 段 が 取 着 さ れ る こ と で 前 記 基 部 材 が 前
記 遊 技 盤 に 取 着 固 定 さ れ 、
　 前 記 庇 部 材 は 、 前 記 遊 技 盤 面 と 略 直 交 し て 前 方 へ 延 び る 庇 部 と 、 前 記 庇 部 と 一 体 形 成 さ
れ 、 少 な く と も 前 記 取 付 孔 を 隠 伏 す る 隠 伏 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 遊 技 機 。

前 記 隠 伏 部 は 、 前 方 に 開 口 し た 形 状 に 構 成 さ れ る 前 記 突 出 部 材 の 前 側 を 閉 塞 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 庇 部 材 は 、 前 記 隠 伏 部 の 背 面 か ら 突 出 し 、 前 記 基 部 材 又 は 前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ た
被 係 止 部 に 係 止 さ れ る 係 止 部 を 備 え る と と も に 、
　 前 記 係 止 部 と 前 記 被 係 止 部 と の 係 止 部 位 に 対 応 し て 、 当 該 係 止 部 位 を 操 作 す る た め の 挿
通 孔 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 庇 部 材 の 突 出 長 は 、 遊 技 球 の 直 径 よ り も 大 き い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の



【 請 求 項 ６ 】
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い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 遊 技 盤 の 前 面 に 対 向 し て 透 明 部 材 が 設 け ら れ 、
　 前 記 庇 部 材 の 前 端 部 と 前 記 透 明 部 材 と の 間 隔 が 遊 技 球 の 直 径 よ り も 狭 い こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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